
会津若松市では、地域の
企業や団体が進出企業等
（AICTコンソーシアム企業や
会津大発ベンチャー企業など）
の提供する先端サービスを
導入し、地域課題の解決に
取り組む事業に対して
補助金を交付します。

地域課題解決型
先端サービス実装化
支援事業補助金　
をご活用ください。

0242-23-4186
会津若松市情報戦略課 ※内容は変更になる場合があります。　

※詳細は裏面をご覧ください

募集期間
　2026

 
5/1(金) ～
　6/30(火)



11  事業内容検討

補助金交付までの流れ

地域課題解決型先端サービス実装化支援事業補助金の概要

募集件数

募集期間

会津若松市情報戦略課 お
問
合
せ 0242-23-4186 smart@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

補助の概要

補助対象者

市では、地域の企業や団体が進出企業等の提供する先端サービスを導入し、地域課
題の解決に取り組む事業に対して補助金を交付します。
※進出企業等　ＡｉＣＴコンソーシアム会員企業、市が設置しているサテライト
　オフィスや、スマートシティＡｉＣＴの入居企業、会津大学から「会津大学発
　ベンチャー」として称号を授与された企業　など

・市内に本店や主な事業所を有する企業 
・市内を主な活動地域とする団体  など 

・進出企業等が提供する先端サービスの導入に要する経費
・進出企業等が提供する先端 サービスを導入して行う課題解決や地域経済活性化
　などの取り組みに要する経費
  【対象例】
　  先端サービスの導入費や利用料、各種委託料（企画・運営、各種調査、保守など）　
　  広告費、イベント開催に係る備品代や会場設営費、
　  専門家/モニター/ アルバイトスタッフの謝礼金　など

補助対象経費

44 補助金の交付申請 事業の開始

22 申請書類一式の
作成・提出

　 すべての方にご準備
　 いただきます。

　 提出先：情報戦略課　

補助金の交付決定
を受けてから、
事業を開始(着手)
してください。

地域課題解決型
先端サービス実装化

支援事業補助対象事業
認定審査会の審査

補助金の額の確定・
支払い

事業が完了し、
経費の支払い終了後、
実績報告書等の必要
書類を市へ提出して
ください。
内容を確認のうえ、
補助金の額を確定し、
お支払いをします。

申請書類等をもとに、
審査会でプレゼン
テーションを行って
いただきます。

 ※審査の結果、補助事業として
　 認定されない場合があります。

33

３の認定を受けた方は
補助金交付申請書等
の必要書類を市へ
提出してください。
内容に不備がなければ
交付決定通知書を
交付します。

５５ ６６

※ 詳しい内容や手続等はお問い合わせください。

※ 必要な手続を経ずに、交付決定前に
     開始（着手）した経費は、補助の
　 対象になりません。

※ 補助金の活用をお考えの方は、事前に情報戦略課へご相談ください。

８件程度

令和８年５月１日（金）　～　６月３０日（火）

会津若松市東栄町3-46
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補助金の詳細はこちら

    事業内容及び導入する
先端サービス、進出企業
等との連携体制等の検討
を行う。　

補助金額 補助上限額　200万円/件　補助率は補助対象経費の10分の10以内

※７月中旬を予定

過去の採択事例は
こちら
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